
【無料セミナー】休暇制度で、会社を強くする
～休暇制度（法定外休暇）の導入と活用に向けて～

【参加者特典】導入企業20社をレポートした事例集をもれなく進呈

平成25年度厚生労働省委託事業
「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度の普及のための広報事業」セミナーのご案内

広島県

従業 が安 く が き 気を向 優秀な従業 確保 定着

主催：厚生労働省

従業員が安心して働くことができ、さらにやる気を向上させるために、また優秀な従業員の確保・定着のた
めに、従来の年次有給休暇制度、慶弔休暇制度から一歩進んで、特別休暇制度を導入してみてはいかがで
しょうか。

リフレッシュ休暇やボランティア休暇などの特別休暇制度について、導入方法や実践事例などを解説するセミ
ナーを全国47都道府県で開催します。皆さまの企業での制度づくりや従業員の休暇について考える機会とし
て、ぜひご活用ください。

開催日時:平成２５年１２月３日（火） １４：００～１６：４０（受付：１３：４５）

会場：RCC文化センター７－３４ （広島市中区橋本町 5‐11）

講師：渥美 由喜氏
内閣府 少子化危機突破タスクフォース・チームリーダー
（株式会社東レ経営研究所 研究部長 兼 主席コンサルタント）

パネルディスカッション：遠地 謙介氏（ア チ広島社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士）パネルディスカッション：遠地 謙介氏（アーチ広島社会保険労務士法人 代表 特定社会保険労務士）

内容：第一部：導入事例発表＆パネルディスカッション『具体的な企業の取組み』
第二部 基調講演

社員は、社外活動でリフレッシュし、就労意欲が向上する。社員満足度の向上は、商品・サー
ビスの質の向上を通じて、顧客満足度も向上させる。企業は社員を心身ともに健康に保てる
とともに、社会貢献の姿勢が社会的に評価され、業績は向上する。国内の豊富な事例を引用
しながら、『休暇』の意義を伝えます。

定員：100名 ／ 料金：無料 ／ 対象：企業経営者、人事・労務担当者、従業員の方

参加を希望される方は下記に必要事項を記入の上FAXいただくか、ホームページからお
申込みください。

FAX 082‐222‐8802
HP：http://www.kyuukaseido.jp/seminar/

企業名、団体名 代表者名 e-mail アドレス 参加人数

問合せ先： アーチ広島社会保険労務士法人/株式会社経営労務ブレイン

◆同一企業（団体）で複数名のご参加いただく場合は、代表者の方のお名前、e‐mailアドレス、参加人数をご記
入ください。

企業名、団体名 代表者名 e mail　アドレス 参加人数

□平成25年度厚生労働省委託事業「特に配慮を必要とする労働者に対する休暇制度の普及のための広報事業」は
株式会社電通が受託し、運営をしております。

□ご記入いただいた個人情報は、当セミナー以外に使用しません。

広島市中区上八丁堀4番1号 ｱｰﾊﾞﾝﾋﾞｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ10Ｆ
TEL: 082-222-8801 http://www.office‐onji.com/


